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（４）東伏見駅周辺エリア 

１）概況 

 東伏⾒駅周辺エリアは、練⾺区に接する市の
南東部に位置しています。 

 駅北⼝は、⼩規模店舗が集積し、商店街が形
成された商業地となっています。 

 駅南⼝は、早稲⽥⼤学東伏⾒キャンパスやア
イスアリーナが⽴地し、学⽣や利⽤者でにぎ
わいを⾒せており、その周辺にはスーパー
マーケット等とともに商店街が形成されて
います。 

 本エリアの周辺は、本市の広域交通軸を形成
する、⻄東京 3・5・4 号新⻘梅街道線や⻄東京 3・3・3 号新五⽇市街道線、⻄東京
3・2・6 号調布保⾕線があり、その沿道には中層住宅地をはじめ商業⽤地や公園⽤地
等が⽴地しており、その後背地には落ち着きのある低層住宅地が形成されています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

《 位置図 》 

東伏⾒駅南⼝ 
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２）人口動向 

 本エリアの令和 2（2020）年 12 ⽉末現在の⼈⼝は 14,254 ⼈（市全体の 6.9％）に
あたり、年少⼈⼝割合は10.2％、⽣産年齢⼈⼝割合は67.4％、⽼年⼈⼝割合は22.4％
となっています。 

 令和 27（2045）年の将来⼈⼝は、13,815 ⼈（市全体の 7.0％）と減少する推計と
なっています。また、年少⼈⼝割合は 10.7％と横ばいで推移する⼀⽅、⽣産年齢⼈
⼝割合は 55.7%、⽼年⼈⼝割合は 33.6％になると推計され、⽣産年齢⼈⼝が減少し、
⾼齢化の進⾏が予測されています。 

 
  

出典：統計にしとうきょう（令和 2（2020）年版）、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所、平

成 30（2018）年推計） 

※駅周辺の⼈⼝は駅を中⼼とした半径 500ｍ圏にかかる以下の町丁⽬の合計（東伏⾒１〜３、６丁 
⽬、富⼠町１〜６丁⽬） 

《 市全域及び駅周辺エリアの人口 》 《 駅周辺エリアの年齢 3 区分別人口 》 
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３）現状と課題 

①土地利用 

 駅北側は、住宅系⼟地利⽤が多くを占め、低層住宅と中層住宅による良好な住宅地を
形成しています。また、⻄東京 3・2・6 号調布保⾕線の周辺には、「調布保⾕線富⼠
町六丁⽬周辺地区地区計画」を定め、沿道サービス機能の確保をはじめ、みどり豊か
な街並み景観の形成、防災軸を中⼼とした地域防災機能の強化、住環境の保全・改善
を図っています。 

 駅南側は、早稲⽥⼤学東伏⾒キャンパスやスーパーマーケットが⽴地しています。ま
た、⽯神井川が流れており、⽯神井川沿いは都市計画緑地となっています。 

 将来の⼈⼝減少及び⽼年⼈⼝割合の増加が予測されていることから、⽇常⽣活におけ
る利便性を更に充実させ、若年層やファミリー世帯等も住み続けたいと思えるよう、
⽇常⽣活に必要な都市機能の維持・誘導等により、にぎわいと交流の創出を図る必要
があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

《 土地利用等現況図 》 

出典：都市計画基礎調査（東京都、平成 30（2018）年、一部加工） 

⼟地利⽤ ⾯積(ha) 構成⽐
⼾建住宅 16.6 24.8%
集合住宅 12.4 18.5%
道路 11.0 16.4%
公園、運動場等 9.9 14.8%
商業⽤地 4.9 7.3%
公共⽤地 3.0 4.5%
農⽤地 1.6 2.4%
鉄道 1.3 1.9%
⽔⾯・河川・⽔路 0.9 1.3%
原野・森林 0.8 1.2%
⼯業⽤地 0.6 0.9%
その他 4.0 6.0%

合計 67.0 100.0%

調布保谷線富士町六丁目 

周辺地区地区計画 

東伏見駅 

西 3・5・4 

※市内の⾯積のみを集計 
※500ｍ圏内の⼟地利⽤を集計 
※構成⽐は端数処理の関係で 100.0％

にならないことがあります。 
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②みどり・水辺・都市景観 

 駅北側は、⽣産緑地がまとまり、みどりに囲
まれた住環境となっています。 

 駅南側は、東伏⾒稲荷神社、国史跡の下野⾕
遺跡等の歴史的資源や早稲⽥⼤学東伏⾒
キャンパス、⽯神井川沿いの都市計画緑地な
どのみどりがあります。 

 また、東京都では、都市施設の整備（都⽴東
伏⾒公園、⽯神井川）を進めており、それら
の整備とあわせて、下野⾕遺跡、東伏⾒稲荷
特別緑地保全地区、早稲⽥⼤学東伏⾒キャン
パスなどの地域資源と⼀体となったみどり豊かなうるおい空間の創出を⽬指してい
ます。 

 これらのみどりと⽔辺の資源を積極的に保全・活⽤しながら、貴重な地域資源を活か
した拠点形成や景観づくりを推進する必要があります。 

 
 
  

《 公園・生産緑地等現況図 》 

出典：東京都建設局公園調書（令和 3（2021）年）、西東京都市計画生産緑地地区指定図（令和 5（2023）年） 

都立東伏見公園 

東伏見稲荷 

特別緑地保全地区 

東伏見駅 

早稲田大学東伏見 

キャンパス 

早稲⽥⼤学東伏⾒キャンパス 

下野谷遺跡 
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③交通環境整備・人と環境にやさしいまちづくり 

 駅北側は、⻄東京 3・4・16 号東伏⾒保⾕線
及び北⼝交通広場や⻄東京 3・5・4 新⻘梅
街道線が整備されています。整備された都市
計画道路のうち、無電柱化されていない区間
があるため、交通環境や防災性に課題があり
ます。 

 駅南側は、⻄東京 3・4・17 号東伏⾒線のう
ち、交通広場から東伏⾒駅南側交差点まで整
備されています。 

 武蔵関第５号踏切及び東伏⾒第１号踏切による歩⾏者、⾃転⾞、⾃動⾞交通の分断や
錯綜など様々な課題があることから、東京都をはじめとした関係機関との連携により、
⻄武新宿線の連続⽴体交差事業（井荻駅から⻄武柳沢駅間）に向けた検討を進めてい
ます。 

 ⻄武新宿線の連続⽴体交差事業を⾒据えた東伏⾒駅周辺の住環境や公共交通の維持・
向上、拠点にふさわしいにぎわいの誘導に向け、東伏⾒駅南⼝へのアクセス性向上に
資する⻄東京 3・4・17 号東伏⾒線の整備推進や東伏⾒稲荷神社・下野⾕遺跡などの
歴史的資源などと連携した駅周辺の活性化が求められます。 

 駅北側の交通広場には、路線バスやはなバスが乗り⼊れています。南側の交通広場は、
はなバスが乗り⼊れていますが、⻄武新宿線の連続⽴体交差事業に伴い、駅前広場内
の歩道や⾞道、バス発着場所などの配置変更について検討します。 

 駅周辺には⾃転⾞駐⾞場を整備し、⾃転⾞利⽤の需要に対応することで、放置⾃転⾞
の抑制を図っていますが、今後も⾃転⾞利⽤の需要にあわせた環境整備に対応するた
め、動向を注視する必要があります。 

 

  

武蔵関第５号踏切 
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武蔵関第５号踏切 

東伏見第 1 号 

踏切 

東伏見駅 

西 3・5・4 

東伏見第 4 号踏切 
武蔵関第 4 号踏切 

《 交通環境現況図 》 

出典：都市計画基礎調査（東京都、平成 30（2018）年）、都市計画課調べ（令和 5（2023）年 3 月）、道路種別図（西東京市、令和
３（2021）年）、道路台帳図（西東京市、令和３（2021）年）、国土数値情報ダウンロードサイト（国土交通省）、西東京市 HP、

西武バス HP、関東バス HP、西東京市資料、踏切対策基本方針（東京都、平成 16（2004）年） 
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④防災まちづくり 

 本エリアの南側を流れる⽯神井川は、貴重な⽔辺空間となっていますが、ハザード
マップにおいて、浸⽔予想区域があり、最⼤で１.0〜２.0m の浸⽔深が想定されてい
ます。 

 河川改修など、ハード・ソフトの両⾯から⾃然災害に対する安全性を⾼めていく必要
があります。 

 ⽯神井川沿岸の⼀部の地域においては、⼟砂災害特別警戒区域及び⼟砂災害警戒区域
に指定されています。 

 本エリアの北側の⼀部では、幅員の狭い道路や建物が密集しており、東京都策定の「防
災都市づくり推進計画」において「不燃化の状況や住宅の密度が⽊造住宅密集地域と
同等である地域」に位置付けられています。 

  
《 災害ハザードの現況図 》 

東伏見駅 

西 3・5・4 

出典：浸水予想区域図（東京都都市型水害対策連絡会、石神井川・白子川：令和元（2019）年 5 月、黒目川・落合川・柳瀬川・空
堀川・奈良瀬川：令和元（2019）年 12 月）、都市計画基礎調査（東京都、平成 30（2018）年）、都市計画課調べ（令和 5
（2023）年 3 月）、西東京都市計画生産緑地地区指定図（令和 5（2023）年）、防災都市づくり推進計画（東京都、令和
3（2021）年 3 月一部修正）、国土数値情報ダウンロードサイト（国土交通省） 
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４）施策の方向 

《 拠点別構想図：東伏見駅周辺エリア 》 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

④西武新宿線南北のまちの一体性の確保と

安全な移動経路の確保 

【○土 ○み ○交 ○人 】 

≪東伏見駅周辺エリア共通≫ 

②良好な住環境の形成【○土 ○み ○交 】 

⑤内水氾濫対策の推進【○み ○防 】 

⑦地域の防災性の向上【○み ○防 】 

①東伏見駅周辺における拠点性

を高める機能の誘導 

【○土 ○交 】 

⑥土砂災害特別警戒区域等への対策【○防 】 ③個性ある景観の形成

【○土 ○み ○交 】 

※図中の引き出し枠中の丸付き文字は、全体構想の分野に対応した施策の方向を示しています。 

○土 ：土地利用           ○み :みどり・水辺・都市景観         ○交 ：交通環境整備 

○防 ：防災まちづくり       ○人 ：人と環境にやさしいまちづくり 

⑤石神井川沿いの外水氾濫

（洪水）の対策の促進 

【○み ○防 】 

練馬区 
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①東伏見駅周辺における拠点性を高める機能の誘導 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 
 ⽇常⽣活の利便性を⾼める機能をもつ商業施設など、市⺠ニーズを踏まえた施設の誘

導により拠点性を⾼めます。 
 ⻄武新宿線の連続⽴体交差事業（井荻駅から⻄武柳沢駅間）を契機とした地域拠点に

ふさわしいにぎわいづくりや交通結節機能の強化に向け、交通広場の再整備をはじめ、
⾼架下利⽤、駅前にふさわしい魅⼒ある拠点形成を図るため、鉄道事業者や⼤学など
と公⺠連携によるまちづくりを推進します。 

 東伏⾒駅南⼝へのアクセス道路となる⻄東京 3・4・17 号東伏⾒線は、多くの⼈が⾏
き交い、にぎわい・交流の創出のきっかけとなることや公共交通など⽇常的な利⽤に
おいて重要な路線であることから、連続⽴体交差事業を契機とした整備を推進します。 

➁良好な住環境の形成 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 
 現在の良好な住環境を維持しつつ、ファミリー世帯等をはじめとした多様な世代に

とって住みやすい環境の形成に向け、低層住宅と中層住宅が共存した住宅地の誘導や
駅周辺のにぎわいを創出します。 

 幹線道路沿道の後背の住宅地と共存する建築物の誘導や、地区の状況に応じた地区計
画などのまちづくりのルールの検討など、地域住⺠との協働によるまちづくりの取組
を検討します。 

 ⽼朽化が進む等の⼤規模な住宅団地の再⽣にあわせて、周辺環境に配慮したまちづくりを
誘導します。 

③個性ある景観の形成 

全体構想 
との関連 ⼟地利⽤ みどり・ 

⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 
やさしいまちづくり 

 東伏⾒稲荷神社や下野⾕遺跡などの歴史的資源を踏まえ、地域ブランドの発信など観
光・交流を促すまちづくりを検討します。 

 農地等のみどりを貴重な景観資源としてとらえ、保全・活⽤について検討します。 
 主要な道路（都市計画道路等）や東伏⾒稲荷特別緑地保全地区、都⽴東伏⾒公園、⽯

神井川等につながる道路の植栽、沿道敷地における緑化等により、みどりと⽔辺の連
続したネットワークによる回遊性の創出や個性ある景観形成を図ります。 

 都⽴東伏⾒公園の魅⼒向上に向け、東京都に早期の整備を要請します。 
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④西武新宿線南北のまちの一体性の確保と安全な移動経路の確保 

全体構想 
との関連 ⼟地利⽤ みどり・ 

⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 
やさしいまちづくり 

 南北のまちの⼀体性を確保するため、⻄武新宿線の連続⽴体交差事業（井荻駅から⻄
武柳沢駅間）の早期実現を⽬指します。 

 東伏⾒駅の南北をつなぐ⻄東京 3・4・16 号東伏⾒保⾕線や⻄東京 3・4・17 号東伏
⾒線の整備済区間は、駅利⽤者や来訪者の通⾏が多い道路であるため、安全な歩⾏者
の通⾏や快適な⾃転⾞の⾛⾏が確保できるよう、南北動線の拡充や⻄武新宿線の連続
⽴体交差事業（井荻駅〜⻄武柳沢駅間）に伴う側道整備の推進とともに、道路及び沿
道の緑化により、みどりに囲まれた歩⾏者・⾃転⾞ネットワークの形成が図れるよう
に配慮します。また、道路空間の再配分やユニバーサルデザインについて検討します。 

 ⻄武新宿線の連続⽴体交差事業（井荻駅から⻄武柳沢駅間）に伴い、鉄道や交通広場
の再整備とあわせたバス路線の充実・再編について検討します。 

 駅ホームのホームドアの設置については、⻄武鉄道と連携しながら進めます。 
 ⾃転⾞駐⾞場の確保やシェアサイクルの取組など、⾃転⾞利⽤の促進に向けた施策を

推進します。 

⑤石神井川沿いの外水氾濫（洪水）の対策の促進、内水氾濫対策の推進 

全体構想 
との関連 ⼟地利⽤ みどり・ 

⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 
やさしいまちづくり 

 東京都が実施する⽯神井川の護岸整備や地下調節池の整備等による流域治⽔対策を
促進します。 

 局地的な豪⾬に伴う道路冠⽔などの軽減を図るため、⾬⽔貯留浸透施設の設置や既設
⾬⽔管きょの改修などの浸⽔対策事業を推進します。 

 ⺠地内の緑化、公共施設⽤地の緑化、農地の保全等みどりのもつ多様な機能を活⽤し
た⾬⽔対策など、官⺠連携による防災活動を推進します。 

⑥土砂災害特別警戒区域等への対策 

全体構想 
との関連 ⼟地利⽤ みどり・ 

⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 
やさしいまちづくり 

 ⽯神井川周辺の⼟砂災害特別警戒区域等は住宅地に隣接していることから、地域住⺠
に対して警戒区域ごとのハザードマップによる周知強化や警戒避難体制の整備を推
進します。 

⑦地域の防災性の向上 

全体構想 
との関連 ⼟地利⽤ みどり・ 

⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 
やさしいまちづくり 

 各種災害リスクに応じたハザードマップの周知強化等により、避難場所や避難経路の
周知徹底を図り、円滑な避難活動につなげます。 

 ブロック塀の⽣垣化や２項道路の解消、消⽕器の設置など、地域防災性を向上します。 
 防災性に課題のある地域については、敷地⾯積の最低限度の導⼊や農地等のオープン

スペースの保全などの取組を検討します。 
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（５）西武柳沢駅周辺エリア 

１）概況 

 ⻄武柳沢駅周辺エリアは、本市の中央の南側
に位置しています。 

 駅北⼝は、富⼠街道沿いに商店街が形成さ
れ、地域の拠点となっています。 

 駅南⼝は、駅前に柳沢図書館が⽴地し、都営
住宅団地をはじめ閑静な集合住宅が建ち並
んでいます。 

 これらを囲むように⼾建住宅を中⼼とする
住宅地が広がり、南東側にはみどりの拠点で
ある都⽴東伏⾒公園、東伏⾒稲荷神社がある
ほか、南側には貴重な⽔辺空間となる⽯神井川が流れています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

《 位置図 》 

⻄武柳沢駅南⼝ 
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２）人口動向 

 本エリアの令和 2（2020）年 12 ⽉末現在の⼈⼝は 26,656 ⼈（市全体の 12.9％）
にあたり、年少⼈⼝の割合は 10.8％、⽣産年齢⼈⼝割合は 64.9％、⽼年⼈⼝割合は
24.3％となっています。 

 令和 27（2045）年の将来⼈⼝は、25,338 ⼈（市全体の 12.8％）と減少すると推計
されています。また、年少⼈⼝割合は 10.8％、⽣産年齢⼈⼝割合は 54.9％、⽼年⼈
⼝割合は 34.3％になると推計され、⽣産年齢⼈⼝が減少し、⾼齢化の進⾏が予測さ
れています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

《 市全域及び駅周辺エリアの人口 》 《 駅周辺エリアの年齢 3 区分別人口 》 

出典：統計にしとうきょう（令和 2（2020）年版）、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所、
平成 30（2018）年推計） 

※駅周辺の⼈⼝は駅を中⼼とした半径 500ｍ圏にかかる以下の町丁⽬の合計（⽥無町１丁⽬、 
東伏⾒１丁⽬、南町１丁⽬、富⼠町６丁⽬、保⾕町１〜6 丁⽬、柳沢１〜２丁⽬、５〜６丁⽬） 
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３）現状と課題 

①土地利用 

 本エリアは、駅北側の富⼠街道沿いに商店
街があり、その周囲に住宅を中⼼とした⼟
地利⽤が広がっています。 

 駅南側は、住宅を中⼼とした⼟地利⽤が広
がり、都営住宅団地が建ち並び、⽯神井川
が東⻄に流れています。また、本エリアの
南東側には、都⽴東伏⾒公園、東伏⾒稲荷
神社があり、みどりと⽔辺が⾝近にある住
環境が形成されています。 

 本エリアの東側を通る⻄東京 3・2・6 号調
布保⾕線の沿道を中⼼に「調布保⾕線富⼠町六丁⽬周辺地区地区計画」を定め、沿道
サービス機能の確保をはじめ、みどり豊かな街並み景観の形成、防災軸を中⼼とした
地域防災機能の強化、住環境の保全・改善を図っています。 

 将来の⼈⼝減少及び⽼年⼈⼝割合の増加が予測されていることから、若年層やファミ
リー世帯等の定住⼈⼝の増加に向け、⼟地利⽤をはじめ⽇常⽣活に必要な都市機能の
維持・誘導等を図り、⽣活の利便性を⾼めていく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

《 土地利用等現況図 》 

出典：都市計画基礎調査（東京都、平成 30（2018）年、一部加工） 

⼟地利⽤ ⾯積(ha) 構成⽐
⼾建住宅 22.4 28.5%
集合住宅 17.3 22.0%
道路 14.4 18.3%
商業⽤地 5.5 7.0%
公共⽤地 4.5 5.7%
公園、運動場等 3.5 4.5%
鉄道 1.3 1.7%
⼯業⽤地 1.2 1.5%
農⽤地 1.1 1.4%
⽔⾯・河川・⽔路 0.5 0.6%
原野・森林 0.1 0.1%
その他 6.7 8.5%

合計 78.5 100.0%

※市内の⾯積のみを集計 
※500ｍ圏内の⼟地利⽤を集計 
※構成⽐は端数処理の関係で 100.0％

にならないことがあります。 

西 3・5・4 
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調布保谷線富士町六丁目 

周辺地区地区計画 

富士街道 

柳沢北⼝商店街（富⼠街道） 
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都立東伏見公園 

西武柳沢駅 

東伏見稲荷 

特別緑地保全地区 

②みどり・水辺・都市景観 

 ⻄武柳沢駅周辺エリアの南東側に都⽴東伏
⾒公園が都市計画決定されており、⼀部開園
済となっているほか、街区公園が本エリア内
に点在しており、本エリアの北東側には、⽣
産緑地があります。 

 南側には⽯神井川が流れ、現在、東京都にお
ける東伏⾒公園整備事業のほか、親⽔護岸整
備による護岸の緩傾斜化などの河川事業に
より、親⽔化や⽣物の多様性に配慮した河川
と公園の⼀体的な整備が進められています。 

 みどりや⽔辺は、まちにゆとりのある都市景観を創出するほか、防災、環境保全をは
じめ、多様で重要な機能と役割をもっています。 

 みどりや⽔辺の機能や役割を⾼めつつ、みどりの保全を図るとともにみどりの価値・
質の向上を図り、みどり豊かでうるおいのある快適な都市環境の形成が必要となって
います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

《 公園・生産緑地等現況図 》 

出典：東京都建設局公園調書（令和 3（2021）年）、西東京都市計画生産緑地地区指定図（令和 5（2023）年） 

都⽴東伏⾒公園 
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③交通環境整備・人と環境にやさしいまちづくり 

 本エリアは、⻄東京 3・5・4 号新⻘梅街道線や⻄東京 3・4・8 号柳沢⽥無町線（⻘
梅街道）、⻄東京 3・2・6 号調布保⾕線が整備され、幹線道路に囲まれた街区が形成
されています。 

 駅南側は、⻄東京 3・4・19 号柳沢線の交通広場から⻄東京 3・4・8 号柳沢⽥無町線
までの区間が整備済となっていますが、⻄東京 3・4・8 号柳沢⽥無町線から南の区
間は未着⼿となっています。 

 ⻄東京 3・3・3 号新五⽇市街道線及び⻄東京 3・4・18 号保⾕町住吉線（交通広場か
ら⻄東京 3・5・4 号新⻘梅街道線までの区間）は、「東京における都市計画道路の整
備⽅針（第四次事業化計画）」における優先整備路線に位置付けられていますが、未
着⼿となっています。 

 幹線道路以外の道路では、幅員の狭い道路が⾒受けられます。 
 住宅地内への通過交通の進⼊等を防⽌する体系的な道路ネットワークの形成を図る

とともに、富⼠街道沿道では商店街の安全で快適な空間形成が必要となります。 
 東側を通る伏⾒稲荷通りは、都⽴東伏⾒公園の未整備区域内を通るため、公園整備に

伴い、バスルートの変更等が必要になる可能性があります。 
 ⻄武新宿線の横断は、駅東側の伏⾒稲荷通り及び⻄側の幅員の狭い踏切を通る必要が

あるため、歩⾏者、⾃転⾞、⾃動⾞が錯綜し、安全性に課題があります。 
 踏切の遮断時間が⻑く、駅南北の⾏き来に課題があることから、東京都策定の「踏切

対策基本⽅針」において、「鉄道⽴体化以外の対策の検討対象区間」に位置付けられ
ています。 

 駅南側の交通広場からは、吉祥寺駅、三鷹駅への路線バスが運⾏されており、公共交
通の利便性が確保されていますが、駅北側については、交通広場が未整備であり、公
共交通が利⽤できる環境の整備が必要です。 

 駅周辺には⾃転⾞駐⾞場を整備し、⾃転⾞利⽤の需要に対応することで、放置⾃転⾞
の抑制を図っていますが、今後も⾃転⾞利⽤の需要にあわせた環境整備に対応するた
め、動向を注視する必要があります。 

  《 交通環境現況図 》 

西武柳沢駅 
西武柳沢第 1 号

踏切 

東伏見第 4 号 

踏切 

西
3

・
4

・
1
9

 

西
3

・
4

・
2

0
 

西武柳沢第２号

踏切 

出典：都市計画基礎調査（東京都、平成 30

（2018）年）、都市計画課調べ（令和 5

（2023）年 3 月）、道路種別図（西東京市、
令和３（2021）年）、道路台帳図（西東京市、

令和３（2021）年）、国土数値情報ダウン

ロードサイト（国土交通省）、西東京市 HP、
西武バス HP、関東バス HP、西東京市資

料、踏切対策基本方針（東京都、平成 16

（2004）年） 
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④防災まちづくり 

 本エリアの北側は、幅員の狭い道路があり、建物が密集し、震災時における延焼被害
のおそれがあることから、東京都策定の「防災都市づくり推進計画」において、「⽊
造住宅密集地域」及び「不燃化の状況や住宅の密度が⽊造住宅密集地域と同等である
地域」に位置付けられています。 

 本エリアの南⻄側は、道路等が未整備のまま無秩序に宅地化された場合、防災性を低
下させるおそれがあるため、「農地を有し、防災性の維持・向上を図るべき地域」に
位置付けられています。 

 不燃化の促進や農地等のオープンスペースの保全、避難経路となる歩⾏空間の確保な
ど、地域の特性に応じた防災性の維持・向上を図ることが必要です。 

 ⽯神井川沿いは、ハザードマップにおいて浸⽔予想区域があり、最⼤で 1.0 から 2.0
ｍの浸⽔深が想定されています。 

 河川管理を⾏う東京都において、⽯神井川の護岸整備が進められています。また、近
年の降⾬状況の変化に対応するため、東京都において⽯神井川上流地下調節池の整備
が予定されており、治⽔安全度の向上が図られています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

《 災害ハザードの現況図 》 

西武柳沢駅 
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出典：浸水予想区域図（東京都都市型水害対策連絡会、石神井川・白子川：令和元（2019）年 5 月、黒目川・落合川・柳瀬川・空堀
川・奈良瀬川：令和元（2019）年 12 月）、都市計画基礎調査（東京都、平成 30（2018）年）、都市計画課調べ（令和 5
（2023）年 3 月）、西東京都市計画生産緑地地区指定図（令和 5（2023）年）、防災都市づくり推進計画（東京都、令和 3
（2021）年 3 月一部修正）、国土数値情報ダウンロードサイト（国土交通省） 



 

131 

４）施策の方向 

《 拠点別構想図：西武柳沢駅周辺エリア 》 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

②都市計画道路整備にあわせた

沿道のまちづくりの推進 

【○土 ○交 ○防 】 

①西武柳沢駅周辺における

拠点性の向上【○土 ○み 】 

≪西武柳沢駅周辺エリア共通≫ 

③良好な住環境の形成【○土 ○み ○交 】 

⑦既存道路の安全対策等の推進【○交 ○人 】 

⑨内水氾濫対策の推進【○み ○防 】 ⑧地域の防災性の向上【○防 】 

⑤みどりの連続性と安全で快適な歩行者・自転車

ネットワークの形成【○み ○交 ○人 】 

⑥西武新宿線南北の横断対策の推進

と安全な移動経路の確保【○交 ○人 】 

⑨石神井川沿いの外水氾濫（洪水）の

対策の促進【○み ○防 】 

※図中の引き出し枠中の丸付き文字は、全体構想の分野に対応した施策の方向を示しています。 

○土 ：土地利用           ○み :みどり・水辺・都市景観         ○交 ：交通環境整備 

○防 ：防災まちづくり       ○人 ：人と環境にやさしいまちづくり 

④良好な景観形成の推進 

【○土 ○み ○防 】 

調布保谷線富士町六丁目周辺地区

地区計画 
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①西武柳沢駅周辺における拠点性の向上 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 
 ⽇常⽣活に必要な店舗や施設等の誘導により、⽣活の中⼼としての拠点性を⾼めます。 
 富⼠街道沿道の商店街の建替え等を促進するとともに、安全な歩⾏空間を確保し、商

店街の魅⼒向上につなげます。 
 駅北⼝の富⼠街道沿道の商店街とも連続する駅前の広場空間は、魅⼒的でシンボル的

な景観形成を図るとともに、⼈々が集まり、交流することができるにぎわいの空間を
創出します。 

 駅南⼝は、都⽴東伏⾒公園や東伏⾒稲荷神社との連続性や今後の⼟地利⽤を踏まえ、
回遊性の向上を図り、にぎわいづくりを進めます。 

②都市計画道路整備にあわせた沿道のまちづくりの推進 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 
 ⻄東京 3・4・18 号保⾕町住吉線の整備については、地域の意向を踏まえるとともに、

交通広場のにぎわいや沿道の活性化に向け、地区計画などの活⽤等により、沿道の統
⼀感のある街並みとにぎわいのある空間の形成を図ります。 

③良好な住環境の形成 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 

 現在の良好な住環境を維持しつつ、ファミリー世帯等をはじめとした多様な世代に
とって住みやすい環境の形成に向け、低層住宅と中層住宅が共存した住宅地の誘導や
駅周辺のにぎわいを創出します。 

 幹線道路沿道の後背の住宅地と共存する建築物の誘導や地区状況に応じた地区計画
などのまちづくりのルールの検討など、地域住⺠との協働によるまちづくりの取組を
検討します。 

 ⽼朽化が進む等の⼤規模な住宅団地の再⽣にあわせて、⽤途地域を踏まえたまちづく
りを誘導します。 

④良好な景観形成の推進 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 
 ⻄武柳沢駅から⻘梅街道までの⻄東京 3・4・19 号柳沢線の緑化等により、都⽴東伏

⾒公園、東伏⾒稲荷神社の社寺林のみどりと⽯神井川の親⽔空間が⼀体化した連続す
るみどりの空間を形成します。 
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⑤みどりの連続性と安全で快適な歩行者・自転車ネットワークの形成 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 
 ⻄武柳沢駅や都⽴東伏⾒公園などの主要な施設を結ぶ道路について、街路樹などの緑

化によりみどりの連続性を確保するとともに、安全な歩⾏空間を確保し、回遊できる
歩⾏者ネットワークの形成を図ります。 

 都市計画道路の整備の際は、⾃転⾞通⾏空間等を確保し、歩⾏者・⾃転⾞のネットワー
クを形成します。 

 ⾃転⾞駐⾞場の確保やシェアサイクルの取組など、⾃転⾞利⽤の促進に向けた施策を推進
します。 

⑥西武新宿線南北の横断対策の推進と安全な移動経路の確保 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 
 南北のまちの⼀体性を確保し、円滑な移動を確保するため、⻄武新宿線の南北の横断対策

について、関係機関等との協議を進めるとともに、交通の円滑化や事故の低減に向けた対
策を検討します。 

 駅ホームのホームドアの設置については、⻄武鉄道と連携しながら進めます。 

⑦既存道路の安全対策等の推進 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 
 ⻄東京 3・4・18 号保⾕町住吉線の整備を推進し、体系的な道路ネットワークを構成

することによって、住宅地内への通過交通の流⼊抑制等を図り、安全な道路環境を形
成します。 

 都⽴東伏⾒公園の事業区域内を通る伏⾒稲荷通りについては、交通機能の代替え等を検討
します。 

 ⻄東京 3・4・19 号柳沢線など⼀定規模以上の幅員を有する幹線道路においては、道
路空間の再配分を検討します。その他の道路については、歩⾏者、⾃転⾞、⾞それぞ
れの通⾏状況に応じた安全対策などの検討を進めます。 

⑧地域の防災性の向上 

全体構想 
との関連 ⼟地利⽤ みどり・ 

⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 
やさしいまちづくり 

 ⻄東京 3・4・18 号保⾕町住吉線の整備にあわせて、地区計画や、敷地⾯積の最低限
度の導⼊を検討します。 

 防災性に課題のある地域については、建物の共同建替えの促進、⼟地の⾼度利⽤などに
よる街区再編、敷地⾯積の最低限度の導⼊、防⽕地域・準防⽕地域の指定などの取組を
検討します。 

⑨石神井川沿いの外水氾濫（洪水）の対策の促進、内水氾濫対策の推進 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 
 東京都が実施する⽯神井川の護岸整備や地下調節池の整備等による流域治⽔対策を

促進します。 
 局地的な豪⾬に伴う道路冠⽔などの軽減を図るため、浸⽔、内⽔氾濫の対策として、

⾬⽔貯留浸透施設の設置や既設⾬⽔管きょの改修などの浸⽔対策事業を推進します。 
 ⺠地内を活⽤した⾬⽔対策や多様な機能をもつ農地の保全を推進します。 
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（６）ひばりが丘団地周辺エリア 

１）概況 

 ひばりが丘団地周辺エリアは、東久留⽶市に
接する市の北⻄部に位置しています。 

 ひばりが丘団地は、東久留⽶市にまたがる⼤
規模団地として整備され、近年、団地再⽣事業
により、⽼朽化した団地が建替えられ、介護・
医療・⼦育てなどのサービスや⽀援体制の充
実、多世代に対応した居住環境の整備、コミュ
ニティ形成など、だれもが⽣き⽣きと暮らし
続けられる⽣活拠点にふさわしいまちに⽣ま
れ変わりました。 

 団地周辺は、商店が建ち並び、団地内の住⺠だけでなく周辺住⺠の買い物場所やいこ
いの場となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

《 位置図 》 

低層住宅地 
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２）人口動向 

 本エリアの令和２（2020）年現在の⼈⼝は 19,821 ⼈（市全体の 9.6％）にあたり、
年少⼈⼝割合は 14.9％、⽣産年齢⼈⼝割合は 63.5％、⽼年⼈⼝割合は 21.6％となっ
ています。  

 令和 27（2045）年の将来⼈⼝は 19,676 ⼈（市全体の 10.0％）と現状から横ばいの
状況に推移すると推計されています。年少⼈⼝割合は 10.8％、⽣産年齢⼈⼝割合は
54.9％、⽼年⼈⼝割合 34.3％になると推計され、⽣産年齢⼈⼝が減少し、⾼齢化の進
⾏が予測されています。 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
出典：統計にしとうきょう（令和 2（2020）年版）、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所、

平成 30（2018）年推計） 

※団地周辺の⼈⼝は団地を中⼼とした半径 500ｍ圏にかかる以下の町丁⽬の合計(ひばりが丘２〜
４丁⽬、⻄原町５丁⽬、⾕⼾町２丁⽬、緑町２〜３丁⽬) 

《 市全域及び団地周辺エリアの人口 》 《 団地周辺エリアの年齢 3 区分別人口 》 
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３）現状と課題 

①土地利用 

 本エリアの中⼼となるひばりが丘団地は、団地再⽣事業にあわせて「ひばりが丘地区
地区計画」を定め、団地内の樹⽊などの環境資源を活かし、みどりとゆとりある空間
を確保した環境が創出されています。 

 地区計画区域内では、商業施設をはじめ、学校、福祉施設、公園などが⽴地し、⽣活
に必要となる機能が備わっています。 

 ひばりが丘団地周辺には、周辺の道路を中⼼に商店が並び、本エリアの東側から南側
にかけて、⼾建住宅、集合住宅が広がっています。 

 将来の⼈⼝減少及び⽼年⼈⼝割合の増加が予測されていることから、⼈⼝の維持に向
け⼈⼝特性に応じた施設誘導を図り、地域の拠点にふさわしい魅⼒づくりが求められ
ます。 

 

  
ひばりが丘団地周辺 
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②みどり・水辺・都市景観 

 ひばりが丘団地は、武蔵野の⾯影を残す雑⽊林やケヤキ並⽊、桜並⽊など、従前の団
地が培ってきたみどりに囲まれた良好な居住環境が継承されています。 

 本エリア内では、地区施設の公園、緑地が点在し、南東側には⻄東京いこいの森公園
があり、みどりに囲まれた良好な住環境となっています。 

 みどりを基調とした住環境や景観の維持・保全を図るとともに、みどりの価値や質の
向上を図り、みどり豊かでうるおいのある快適な都市環境の形成が必要となっていま
す。 

 
  
 
 
 

  

《 土地利用等現況図 》 

《 公園・生産緑地等現況図 》 

出典：都市計画基礎調査（東京都、平成 30（2018）年、一部加工） 

⼟地利⽤ ⾯積(ha) 構成⽐
集合住宅 15.5 25.4%
⼾建住宅 11.1 18.2%
公園、運動場等 10.6 17.3%
道路 9.6 15.7%
公共⽤地 4.2 6.9%
商業⽤地 1.3 2.1%
⼯業⽤地 1.1 1.8%
原野・森林 0.4 0.7%
農⽤地 0.3 0.5%
⽔⾯・河川・⽔路 0.0 0.0%
鉄道 0.0 0.0%
その他 7.0 11.5%

合計 61.1 100.0%

出典：東京都建設局公園調書（令和 3（2021）
年）、西東京都市計画生産緑地地区指定図
（令和 5（2023）年） 

東大生態調和農学機構 

周辺地区地区計画 

ひばりが丘地区地区計画 

西東京いこいの森 

公園 

※市内の⾯積のみを集計 
※500ｍ圏内の⼟地利⽤を集計 
※構成⽐は端数処理の関係で 100.0％に

ならないことがあります。 

西東京いこいの森 

公園 

東大生態調和農学機構 
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③交通環境整備・人と環境にやさしいまちづくり 

 団地再⽣事業にあわせて⻄東京 3・5・10 号東町⻄原線の⼀部や区画道路が整備され、
周辺道路とのネットワークや快適な歩⾏空間が確保されています。また、⻄東京 3・
5・10 号東町⻄原線のうち団地交番前交差点から⻄東京 3・4・20 号武蔵境保⾕線ま
での区間については、「東京における都市計画道路の整備⽅針（第四次事業化計画）」
における優先整備路線に位置付けられています。 

 本エリア内には、複数のバス停があり、ひばりヶ丘駅、⽥無駅といった本市の中⼼拠
点をはじめ、三鷹駅等への路線バスが運⾏され、本数も多く利便性が⾼くなっていま
すが、バスなどの⾏き来がある既設道路については、安⼼して通⾏できる環境整備が
必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

《 交通環境現況図 》 

出典：都市計画基礎調査（東京都、平成 30（2018）年）、都市計画課調べ（令和 5（2023）年 3 月）、道路種別図（西東京市、令和

３（2021）年）、道路台帳図（西東京市、令和３（2021）年）、国土数値情報ダウンロードサイト（国土交通省）、西東京市 HP、
西武バス HP、関東バス HP、西東京市資料、踏切対策基本方針（東京都、平成 16（2004）年） 
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④防災まちづくり 

 本エリア内の南側から東側にかけて、ハザードマップにおいて浸⽔予想区域があり、
1.0ｍから 2.0ｍの浸⽔深が広い範囲で想定され、⼀部、最⼤で 3.0ｍから 5.0ｍの浸
⽔深が想定されます。 

 都営住宅団地内に調節池が整備されていますが、近年、都市型⽔害の発⽣が多く⾒ら
れることから、引き続き、浸⽔対策を推進していくことが必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

《 災害ハザードの現況図 》 

西
3

・
４

・
2

0
 

出典：浸水予想区域図（東京都都市型水害対策連絡会、石神井川・白子川：令和元（2019）年 5 月、黒目川・落合川・柳瀬川・
空堀川・奈良瀬川：令和元（2019）年 12 月）、都市計画基礎調査（東京都、平成 30（2018）年）、都市計画課調べ（令
和 5（2023）年 3 月）、西東京都市計画生産緑地地区指定図（令和 5（2023）年） 
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４）施策の方向 

《 拠点別構想：ひばりが丘団地周辺エリア 》 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

※図中の引き出し枠中の丸付き文字は、全体構想の分野に対応した施策の方向を示しています。 

○土 ：土地利用           ○み :みどり・水辺・都市景観         ○交 ：交通環境整備 

○防 ：防災まちづくり       ○人 ：人と環境にやさしいまちづくり 

東久留米市 

ひばりが丘地区 

地区計画 

①ひばりが丘団地周辺における

拠点性の向上【○土○人 】 

③みどりをつなぐ歩行者ネットワーク

の形成【○み ○交○人 】 

④アクセス道路の整備 

【○交○防 】 

≪ひばりが丘団地周辺エリア共通≫ 

②良好な住環境の形成【○土 ○み ○交 】 

⑤内水氾濫対策の推進【○防 】 
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①ひばりが丘団地周辺における拠点性の向上 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 
 ひばりが丘団地周辺には医療・福祉、教育、コミュニティ施設、公園などの各種の施

設が⽴地していることから、団地内の住⺠だけでなく、周辺住⺠も気軽に利⽤できる
よう、施設の維持・誘導を図り、地域の拠点性を⾼めます。 

 団地の建替えにより、多様な年齢構成となっているものの、今後、少⼦⾼齢化が予想
されることから、引き続き、だれもがより住みやすいと感じられるよう、地域住⺠の
コミュニティの維持・活性化を図ります。 

 ⽇常⽣活の利便性を⾼める機能をもつ商業施設など、市⺠ニーズを踏まえた施設の誘
導により拠点性を⾼めます。 

②良好な住環境の形成 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 
 現在の良好な住環境を維持しつつ、ファミリー世帯等をはじめとした多様な世代に

とって住みやすい環境の形成に向け、低層住宅と中層住宅が共存した住宅地の誘導や
駅周辺に⽇常⽣活を⽀えるにぎわいを誘導します。 

 ⽼朽化が進む等の⼤規模な住宅団地の再⽣にあわせて、周辺環境に配慮したまちづく
りを誘導します。 

③みどりをつなぐ歩行者ネットワークの形成 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 

 ひばりが丘団地内のみどりと、周辺の⻄東京いこいの森公園等を結ぶ⻄東京 3・5・
10 号東町⻄原線の整備を進める際は、だれもが安⼼して利⽤できる快適な歩⾏空間
の形成を図ります。 

④アクセス道路の整備 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 
 ひばりが丘団地から周辺道路へのアクセスの強化や防災性の向上を図るため、未整備

の⻄東京 3・5・10 号東町⻄原線について、整備を進めます。 
 バスなどの公共交通の⾏き来がある既設道路は、安⼼して通⾏できるよう環境整備な

どを検討します。 

⑤内水氾濫対策の推進 

全体構想 
との関連 

⼟地利⽤ みどり・ 
⽔辺・都市景観 交通環境整備 防災まちづくり ⼈と環境に 

やさしいまちづくり 
 局地的な豪⾬に伴う道路冠⽔などの軽減を図るため、⾬⽔貯留浸透施設の設置や既設

⾬⽔管きょの改修などの浸⽔対策事業を推進します。 
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